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中南農林水産事務所 管内図
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Ⅰ 地域の概況

１ 位置・面積

中南地域は本県の南西部に位置し、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡の西目屋村、

南津軽郡の藤崎町、大鰐町、田舎館村の３市２町２村で構成されている。

総面積は1,556km2で県全体（9,645km2）の16％、人口は約25万9千人と県全体（1,237

千人）の21％を占めている。

２ 自然的条件

地勢は、西部に岩木山、東部に八甲田連峰がそびえ、南部には白神山地を擁し、岩木

川、平川、浅瀬石川に沿って肥沃な平野が南北に開けている。

冬は北西の季節風が強く積雪量も多いものの、ヤマセの影響が少なく、全国有数の豪

雪地帯である本県の中にあっては比較的温暖な地域である。

項 目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 年

平均気温(℃) -1.8 -1.3 1.9 8.5 13.8 17.9 21.7 23.5 18.9 12.5 6.1 0.9 10.2

日照時間(hr) 57.0 78.5 126.1 183.3 201.4 170.5 160.8 181.8 146.2 141.4 89.1 58.0 1,597.5

降水量(mm) 120.7 94.5 77.4 59.4 71.8 69.6 113.1 132.1 127.2 90.5 110.0 116.8 1,183.1

降雨日数(日) 21.8 17.9 17.5 12.4 10.2 10.0 10.6 11.5 11.6 15.2 17.2 23.6 179.5

※ 平均気温、日照時間、降水量はアメダスの平年値、

降雨日数はアメダスの0.5mm以上の降雨があった日数の平成21～平成30年の10か年の平均

３ 社会・経済的条件

基幹道路として国道７号線が奥羽本線と並進しているほか、国道102号が弘前から十

和田湖方面へ連絡し、地域の東部と東北縦貫自動車道が南北に走っている。

本地域の交通は、JR東日本の奥羽本線が南北に、五能線が弘前から川部を経て北西に

走り、また、弘南鉄道が運行されてる。

地域経済は、津軽藩10万石の城下町として発展した弘前市が中心となっており、また、

国立弘前大学のほかに私立の大学・短大・専門学校などの高等研究機関、弘前大学医学

部附属病院を始めとした医療機関、青森県産業技術センター弘前工業研究所、同農林総

合研究所、りんご研究所などの試験研究機関が集積している。
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Ⅱ 中南の農林水産業の概要

中南地域は、山沿いにりんご園、平野部を中心に水田が広がり、りんごと米の生産が盛ん

な本県の主要農業地帯である。

作付面積は、りんごが県全体の66％を、また、米が県全体の20％を占め、八甲田山系の山

間部では夏も涼しい気候を利用し、高冷地野菜の栽培が盛んである。

１ 農業構造

（１）農家戸数と基幹的農業従者数（令和２年）

当管内の総農家経営体数（販売農家）は9,683経営体で、県全体の33％を占める。うち

法人化している経営体は152経営体（県全体の24%）、法人化していない個人経営体は9,481

経営体（県全体の34％）となっている。

主に農業に従事している基幹的農業従事者は、管内で17,066人と県全体の35％を占める

が、約４分の１が75歳以上と高齢化が進展している。

管内市町村別の総農家戸数と基幹的農業専従者数

（農林業センサス）
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（２）耕地面積

令和３年の管内の耕地面積は28,494haで、県全体の19％を占めており、５年前より2.5%

減少している。

（３）農業産出額

市町村別農業産出額は、弘前市が約430億円で最も多く、次いで平川市、黒石市となっ

ている。作物別ではりんごなどの果実が約602億円で最も多くなっている。

また、管内全体の農業産出額は755億円で、県計の24％を占めている。

○用語の説明○

・主 業 経 営 体：農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で、１年間に自営農業に60

日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営。

・準 主 業 経 営 体：農外所得が主（世帯所得の50％未満が農業所得）で、１年間に自営農業に60

日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営。

・副 業 的 経 営 体：１年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない個人経

営体。

・基幹的農業従事者：15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者。
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○ 令和元年度市町村別農業産出額（推計）

（４）担い手

ア 認定農業者

中南管内における認定数は、29年度から減少傾向が続いており、県全体に占める比率

は約23％となっている。

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

市町村

弘 前 市 1,109 1,044 1,040 1,013 998 971

黒 石 市 353 335 325 299 262 203

平 川 市 401 394 385 372 341 349

西目屋村 32 32 31 31 30 26

藤 崎 町 235 231 229 227 213 188

大 鰐 町 120 124 126 125 127 121

田舎館村 108 111 109 115 124 106

合 計① 2,358 2,271 2,245 2,182 2,095 1,964

県 計② 10,004 9,821 9,766 9,493 9,065 8,488

中南割合 23.6 23.1 23.0 23.0 23.1 23.1

①/②

（県構造政策課）
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イ 新規就農者

中南管内における新規就農者数は87人で、近年はほぼ横ばいであり、県全体に占める

比率は約33％となっている。

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

市町村

中南計① 83 104 72 87 82 87

県 計② 246 277 256 292 303 265

中南割合 33.7 37.5 28.1 29.8 27.0 32.8

①/②

（県構造政策課）

ウ 集落営農組織

中南管内における集落営農組織数は45組織で、近年はほぼ横ばいであり、県全体に占

める比率は約34％となっている。

年度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

市町村 うち法人 うち法人 うち法人 うち法人

弘 前 市 24 11 24 11 23 11 23 11

黒 石 市 3 2 3 2 3 2 3 2

平 川 市 11 4 11 4 11 4 11 4

西目屋村 1 1 1 1 1 1 1 1

藤 崎 町 3 2 3 2 3 2 3 2

大 鰐 町 1 1 1 1 1 1 1 1

田舎館村 3 2 3 2 3 2 3 2

合 計① 46 23 46 23 45 23 45 23

県 計② 142 65 142 65 140 64 134 63

中南割合 32.4 35.4 32.4 35.4 32.1 35.9 33.6 36.5

①/②

（県構造政策課）
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２ 農業生産

（１）果樹

ア りんご

りんごの栽培面積は13,189ha（全県の約66％）で減少傾向にある。

わい化栽培面積は徐々に増加しており、栽培面積割合は24.4％となっている。なお、

苗木の不足等あるが、改植事業等を活用し高密植わい化栽培は少しずつ増加している。

品種別には「ふじ」が最も多く、次いで「つがる」、「王林」、「ジョナゴールド」とな

っており、近年は、有袋果の割合が減少しており、黄色品種の導入が進んできている。

○ りんご栽培面積及びわい化栽培面積

（単位：ha、％）

区 分 りんご栽培面積 わい化栽培面積

Ｈ28 Ｒ３ Ｒ７ Ｈ28 Ｒ３ Ｒ７

中南管内計① 13,633 13,371 13,189 3,028 3,115 3,224

県 計② 20,733 20,366 19,961 4,833 4,966 5,130

中南割合①／② 65.8 65.7% 66.0 62.6 62.7 62.8

（りんご果樹課調べ（属人））

中南管内品種構成（Ｒ７栽培面積）

りんご高密植園（平川市）の栽培状況 「有袋ふじ」
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イ 特産果樹

特産果樹は、ぶどう、もも、おうとう、西洋なしなどが栽培されている。

中でも、ももの栽培面積は、多くの樹種で栽培面積が減少している中で、平成30年比

で135％と増加しており、産地化が進んでいる。また、ぶどう全体の栽培面積は減少し

ているものの、消費者ニーズの高い「シャインマスカット」の面積が増加している。

○ 主要特産果樹の栽培面積

｢シャインマスカット｣ もも｢川中島白桃｣の斜立主幹形

H30 R5 H30 R5 H30 R5 H30 R5 H30 R5

弘前市 28.7 28.6 0.4 0.9 17.0 30.9 15.7 30.9 13.2 13.8

黒石市 30.5 18.8 1.0 3.0 3.9 6.2 2.8 6.2 2.5 4.0

平川市 33.2 11.3 0.3 3.3 25.1 27.0 6.3 27.0 8.0 8.0

藤崎町 18.8 18.8 0.1 0.1 2.3 2.3 1.6 2.3 1.2 1.2

大鰐町 6.0 6.3 0.0 0.3 2.7 2.8 0.4 2.8 3.0 3.1

西目屋村 0.1 0.7 0.1 0.7 0.5 0.9 0.2 0.9 1.1 1.1

田舎館村 4.7 4.5 0.2 0.7 3.0 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0

計 122.0 89.0 2.1 9.0 54.5 73.8 27.0 73.8 29.0 31.2

（単位：ha）

（特産果樹生産動態等調査：県りんご果樹課）

おうとう 西洋なし
市町村

うちシャインマスカット
ぶどう もも
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（２）水稲
中南地域は県内一の良質米地帯であり、水稲の作付面積は8,389haで県全体の19.8％を

占めており、うち、「まっしぐら」が約５割作付けされている。また、「青天の霹靂」の作
付けは中南地域が県内で最も多くなっている。

表３－１ 令和７年産水稲作付状況等 (単位:ha、ｔ)

市町村名 作 付 面 積 収 穫 量

弘 前 市 2,950 16,700
西 目 屋 村 92 388
黒 石 市 1,230 6,590
平 川 市 1,730 10,000
藤 崎 町 1,330 7,100
大 鰐 町 145 860
田 舎 館 村 912 5,330

合 計 8,389 46,968
(県に占める割合) (19.8%) (17.8%)

県 計 42,411 264,000

※収穫量は、1.90mmで選別した値を使用している

「青天の霹靂」の稲刈り
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（３）畑作
主に転作作物として、大豆、小麦、そばが作付けされている。
令和７年は、大豆の栽培面積は1,078haで品種は全て「おおすず」、小麦の栽培面積は

57haで品種は全て「ゆきちから」となっている。
そばの栽培面積は99haで、弘前市・西目屋村では「キタワセソバ」、黒石市では「牡

丹そば」が作付けされている。

表４ 令和７年産市町村別作付面積(単位：ha)
市町村名 大 豆 小 麦 そ ば

弘前市 648 17 37
黒石市 24 32 13
平川市 197 － －
藤崎町 100 － －
大鰐町 37 4 －
田舎館村 42 4 －
西目屋村 30 － 49
合 計 1,078 57 99
※１ 各作付面積は、水田作と畑作の合計値
※２ 水田作は農林水産省、畑作は農業普及

振興室調べ

（４）野菜
平川市と黒石市の南八甲田高冷地では、だいこ

ん、にんじん、レタス等、弘前市岩木山麓では、
スイートコーン、弘前市、平川市、大鰐町の平地
では、夏秋トマト、ミニトマトの産地が形成され
ている。
「夏秋トマト」、「夏だいこん」、「秋にんじん」、
「夏秋レタス」は、消費地への安定出荷を図るた
めの産地指定を受けている。
また、平成１９年に「嶽きみ」（スイートコー

ン）、令和４年に「ときわにんにく」が地域団体
商標を取得し、令和２年に「清水森ナンバ」が地理的表示(ＧＩ)を取得した。

表５ 市町村別作付面積（令和７年産） (単位：ha)

転作大豆

トマト現地検討会
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（５）花 き
管内の主な作付品目は、アルストロメリア、トルコギキョウ、ヒマワリ、キク等の切り

花に加え、ケイオウザクラ等の枝物となっている。
令和６年産の花きの出荷量は、生育は順調に推移し前年とほぼ同量の4,049千本であっ

た。

表６ 令和６年産花きの作付面積、産出額

※ケイオウザクラ（枝物）含む ※農産園芸課調べ

ケ イ オ ウ ザ ク ラアルストロメリア

市町村等
作付面積(a) 産出額

(千円)
　主たる品目

計 切り花類※ 鉢物類 苗物類 球根類 花木他

弘 前 市 696 518 139 39 0 0 138,083 ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ、ｹｲｵｳｻﾞｸﾗ

黒 石 市 9 9 0 0 0 0 2,248 ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ,ﾋﾏﾜﾘ

平 川 市 387 387 0 0 0 0 42,233 ｷｸ、ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ

藤 崎 町 258 158 0 0 0 100 112,012 ｱﾙｽﾄﾛﾒﾘｱ

大 鰐 町 14 6 0 0 8 0 400 ｸﾞﾗｼﾞｵﾗｽ

西目屋村 36 36 0 0 0 0 791 ﾘﾝﾄﾞｳ

田舎館村 436 379 19 38 0 0 70,197 ﾋﾏﾜﾘ､ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ、ﾊﾞﾗ

中 南 計 1,835 1,492 158 77 8 100 365,964

県に占める割合

(%)

38.6 41.2 50.0 27.3 100.0 19.0 39.0

県    計 4,754 3,623 316 282 8 525 938,504
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３ 林業 
（１）管内森林の概要 
   当管内の森林面積は、99,751haで、県全体の 15.7％を占めている。 
   森林のうち民有林は 27,461haで、樹種別割合はスギと広葉樹で大部分を占めている。 
   人工林の樹種別齢級構成を見ると、11齢級（50年生）以上が約７割を占めており、森林 
  資源として本格的な利用期を迎えている。 
   市町村別に森林面積等をみると、藤崎町と田舎館村に森林は無く、西目屋村の森林率は 
  ９割を超えている。また、同村は民有人工林が少なく、国有林割合が多い。 

          
           県民局別森林面積の割合          管内民有林における樹種別面積の割合  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県森林資源統計書（令和７年４月）より 
 

単位 面積：ha、率：％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  資料  総土地面積：国土地理院（R7.1.1）      
         中南農林水産事務所地域農林水産部の総土地面積総数には藤崎町 3,729ha、田舎館 

村 2,235ha を加算した。  

スギ
45%

アカマツ
7%

クロマツ
0%

ヒバ
1%

カラマツ
3%

その他針
0%

広葉樹
42%

無立木地
2%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

民有林における人工林の樹種別齡級構成

ス ギ面積 アカマツ面積 クロマツ面積 ヒ バ 面積 カラマツ面積 その他針面積 広 葉 樹面積

全 国 37,790,000 25,025,000 66 17,368,000 7,846,000 45 7,657,000 31

県 合 計 964,512 633,725 66 237,979 129,513 54 395,746 62
中南農林水産事務所 155,635 99,751 64 27,461 14,587 53 72,290 72

弘 前 市 52,420 23,631 45 8,555 3,932 46 15,077 64
黒 石 市 21,705 14,516 67 5,663 2,712 48 8,853 61
平 川 市 34,601 25,996 75 5,705 3,652 64 20,290 78
西 目 屋 村 24,602 22,630 92 2,245 779 35 20,385 90
大 鰐 町 16,343 12,978 79 5,292 3,512 66 7,685 59

人 工
林 率
Ｄ ／ Ｃ

総 数
Ｅ

国 有
林 率
Ｅ ／ Ｂ

総 土 地
面 積

A

総 森 林
面 積
Ｂ＝Ｃ＋Ｅ

森 林 率
Ｂ ／ Ａ

総 数
Ｃ

う ち 人 工
林 面 積

Ｄ

　うち　国有林面積うち　民有林面積

区　　　　　　域
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（２）２０２４年度版 青森新時代「農林水産力」 強化パッケージ基づき、下記の施策を

展開しました。 

ア 緑豊かな森林づくりによるＣｏ２吸収力の強化プロジェクト                      

① 森林整備事業            

   森林の持つＣｏ２吸収力機能の強化と花粉 

症の発生源となるスギ人工林の植え替えを図 

りつつ、安定した木材生産を行うため、造林・ 

保育・間伐等について、造林補助金を活用し 

た森林整備を支援しており、林齡５０年生以 

上のスギ林が多い人工林資源については、利 

用しながら手入れを行う搬出間伐を令和６年 

度は約１０６ha 実施したほか、再造林を約 

５７ha実施しました｡                スギ人工林の間伐実施状況  

   ② 施業地の集約化の促進 

    施業地の集約化を進めるために森林組合・ 

   林業事業体・市町村に対して、令和６年度は 

合計して、約２７６haの面積の森林経営計 

画の作成・認定支援を行いました。 

③ 森林経営管理制度 

    森林経営管理制度の市町村における円滑な 

運用のため、令和６年度は、弘前市、黒石市、 

平川市、大鰐町、西目屋村の５市町村に対し 

技術的支援を行いました。               境界確認の立会 

  ④ 企業等が行う森づくり活動への支援 

    森林所有者・森林整備活動に関心のある企 

業・県・森林所有者の３者で締結する「森づ 

くり協定」について、令和６年度は損保ジャ 

パン(株)青森支店、(株)熊澤設計事務所の２ 

社と締結し、各社が行う森林整備活動をそれ 

ぞれ支援しました。                損保ジャパン(株)の森林整備活動   

⑤ 路網の基盤整備の推進    

木材などの林業生産物の運搬や森林整備の 

実施、山村集落間の生活道や災害避難路とし 

ての役割を担う林道等の基盤整備を行ってい 

ます。  

路網の核となる林道については、令和６年 

度は弘前市で２路線、大鰐町で１路線、平川 

市で２路線（全て国庫補助）を実施したほか、 

林業専用道（規格相当）を弘前市で１路線、 

黒石市で１路線（全て国庫補助）を実施しま 

した。                 
    林道を利用した木材の搬出 
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イ 県土を守る森林環境の保全プロジェクト 

① 治山事業                                  

    豪雨や台風、地震などによる山地災害を未 

然に防止し、被害を最小限にとどめるために 

治山事業を推進するとともに、施工に際して 

は間伐材を積極的に利用するなど自然環境に 

配慮した工種・工法に取り組んでいるほか、 

令和４年８月の大雨被害等の復旧工事を行っ 

ており、令和６年度は弘前市､黒石市､平川市､ 

西目屋村､大鰐町において､荒廃渓流の土砂流 

出を防止する治山ダム工事や林地の崩壊斜面      間伐材を活用した山腹工の施工状況 

を安定させるための山腹工事を実施しました。      

  ② ナラ枯れ被害防止対策 

     管内では令和２年に弘前市と西目屋村で初 

めて確認されたほか、令和６年に新たに黒石 

市と大鰐町で確認されました。このため、令 

和６年は地上や上空監視を強化するとともに、 

被害木全てを伐採・くん蒸処理し、被害の拡 

大防止に努めました。                被害木の伐倒くん蒸処理 
 
ウ スマート林業技術等を活用した林業のデジタルシフトプロジェクト 

① 森林調査の効率化・省力化 

 森林調査の効率化・省力化を図るため、令 

和６年度は地上レーザースキャナやＵＡＶの 

実演及び各種データ解析に係る研修会を２回 

開催しました。 
 

 
地上レーザースキャナを活用した研修会 

エ 県産材の安定供給と利用の確保プロジェクト  

  ① 木材生産の低コスト化や効率化の推進   

     作業の効率化や生産性の向上に向けて、国 

   庫補助金等を活用して、高性能林業機械の導 

   入を支援しており､令和６年度はプロセッサー 

１台の支援を行いました。 

                       高性能林業機械の導入支援 

  ② 県産材の多目的利用の推進 

令和６年度は管内の大工・工務店、林業関 

係者等で構成する「青森スギで家を建てる中 

南地域会」への活動支援を通じた県産材住宅 

の普及活動や森林土木事業による積極的な利 

用に取組みました。     

 

       家建て会で出展したイベントへの支援 
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４ 農村整備 
「農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備」を推進するため、「生産力強化」、「防

災力強化」、「地域力強化」の３つの柱に基づき施策を展開している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）「生産力強化」 
管内の水田面積は 11,536 ﾍｸﾀｰﾙあり、そのうち 65％が 30 ｱｰﾙ程度以上の区画に整備されて

いるものの、30 ｱｰﾙ未満の小区画水田が 33％あることから、スマート農業の実装を可能とす

る基盤整備や生産コストの削減を図る農地の大区画化等を進め、担い手への農地集積・集約

化を加速させるとともに、高収益作物の導入を可能とする水田の汎用化・畑地化を推進し、

担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤づくりを進めている。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
農地中間管理機構関連農地整備事業 榊地区 

施策の柱 施策の展開方向

１　生産力強化

～担い手の規模拡大と所得
向上を支える基盤づくり～

（１）　担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤整備の推進

（２）　収益性の高い農業経営を支える基盤整備の推進

（３）　農業農村整備のＤＸの推進

（８）　多様な主体の協働による農村環境の保全・再生の推進

（９）　地域の特色を活かした農村の振興

２　防災力強化

～安全・安心な暮らしを
守る農業・農村づくり～

（４）　農業水利施設の長寿命化対策の推進

（５）　農村地域の防災・減災対策の推進

３　地域力強化

～多様な主体が活躍できる
農村づくり～

（６）　農村の有する多面的機能の維持・発揮

（７）　土地改良区の運営基盤の強化

生産コスト削減に向けた水田の大区画化 
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注）１ 整備済面積は、令和４年度までの「東北農政局調べ」面積に、令和５年及び令和６年の「県農村整備課調

べ」整備面積を合算したものである。 

  ２ 表中の（）書きは整備率を示す。 

  ３ 資料は、「令和 7 年度あおもりの農村整備（青森県農村整備課）」による。 

  ４ 数値は四捨五入しており、計が一致しないことがある。 

 
（２）「防災力強化」 

管内の農業水利施設の多くは、1975（昭和 50）から 2003（平成 15）年にかけて造成され

たもので、老朽化が進行していることから、機能保全計画に基づいた適時・適切な対策を計

画的に実施し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を推進している。 

また、農村地域では、近年多発する集中豪雨や大規模地震等により、浸水被害などの災害

リスクが高まっており、ため池決壊による甚大な被害発生も懸念されていることから、防災

重点農業用ため池の地震・豪雨対策を実施し、安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり

を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「地域力強化」 
ア 農村の有する多面的機能の維持・発揮 

多面的機能支払交付金により多様な主体で構成された組織が行う、水路の泥上げや農地

法面の草刈などの地域資源の基礎的保全活動や、植栽による景観形成などの農村環境の良

好な保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動、老朽化した施設の長寿命化対策な

どの地域活動について支援している。 

また、高齢化や人口減少が深刻な中山間地域において、中山間地域等直接支払交付金な

どにより、耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通した多面

的機能を増進する活動を支援している 

中南管内では、多面的機能支払交付金に７市町村 110組織が、中山間地域等直接支払交

付金に５市町村 99組織がそれぞれの地域で多様な活動を展開している。 

 

 

 

 

《水田の整備状況》単位：ha       

地域 水田面積 
令和６年度まで 

の整備済面積 

    
未整備面積 

30a 区画以上 30a 区画未満 

中南 11,536 11,274 (98%) 7,509 (65%) 3,765 (33%) 262 (2%) 

県全体 77,500 67,529 (87%) 45,419  (59%) 22,109 (29%) 9,987 (13%) 

農業水利施設保全合理化事業 松崎地区 

用水路の改修 ため池の整備状況 

ため池等整備事業 小杉沢１号堤地区 
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《組織の活動状況》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金の取組状況》  

市町村 

多面的機能支払交付金 中山間地域等直接支払交付金 

備  考 
組織数 

取組面積 

(ha) 
協定数 

取組面積 

(ha) 

弘前市 31 2,501 45 982  

黒石市 17 908 17 348  

平川市 31 1,976 16 1,064  

西目屋村 3<1> 208 5 179 <>は弘前市に跨る組織で外数 

藤崎町 16 1,662 － －  

大鰐町 2 28 16 493  

田舎館村 7 536 － －  

管内計 107<1> 7,819 99 3,067  

県全体 468 44,723 439 8,763  

注）各交付金の組織数、協定数、取組面積は県農村整備課資料（令和７年３月末時点）による。 

  数値は四捨五入しており、計が一致しないことがある。 

 
イ 地域の特色を活かした農村の振興 

管内の農業集落排水施設は平成初期にかけて整備された施設が多く、供用開始から 20

年を超える施設が増加するなど、老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化しているほか、

これまで整備された農道の多くは、経年的な劣化の進行により、機能低下が見られる。 
このため、老朽化した農業集落排水施設の統廃合や農道の保全対策等の取組を推進し、

農村生活を支えるインフラを確保する取組を進めている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

多面的機能支払交付金 

農業集落排水処理施設 

農村地域の景観形成づくり（平川市）

 

水路の泥上げ（西目屋村） 

中山間地域等直接支払交付金 

農業集落排水事業 船沢地区 

農道の整備 

通作条件整備事業 沖浦第２地区 
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《農業集落排水処理施設の整備状況》 (処理区) 

市町村 
整備対象 

処理区数 

整備済 

処理区数 
整備率 備考 

弘前市 １３ １３ 100.0% 注１） 

黒石市 １ １ 100.0%  

平川市 ７ ７ 100.0%  

西目屋村 ５ ５ 100.0% 注１） 

藤崎町 ８ ８ 100.0% 注２） 

大鰐町 － － －   

田舎館村 １ １ 100.0%  

管内計 ３５ ３５ 100.0%  

注）整備対象、整備済処理区数は県農村整備課資料（R6 年度 3 月末時点）による。  

注１）処理場を有する地区を処理区数として計上している。 

注２）林崎処理区は板柳町に処理場を有するが、1 処理場として計上している。 
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